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平成25年 教育委員会第２回定例会 会議録 

 

  日 時  平成25年２月12日（火）         午後３時33分～午後５時08分 

  場 所  麹町区民館 洋室Ｄ 

 

議事日程 

第 １ 議案 

    【子ども総務課】 

    （１）『議案第１号』教育事務に関する議案に係る意見聴取 

    【指導課】 

    （１）『議案第２号』千代田区教育委員会の教育目標及び平成25年度千代田区

教育委員会の基本方針 

    （２）『議案第３号』人事案件【秘密会】 

第 ２ 報告 

    【子ども総務課】 

    （１）区立保育園卒園式・各学校卒業式及び入学式等日程 

    （２）子どもの遊び場に関する基本条例 

    【子ども支援課】 

    （１）千代田区立保育所条例の一部改正 

    （２）保育園・こども園入園申込状況（一次） 

    【学務課】 

    （１）平成25年度九段中等教育学校適性検査結果 

    【指導課】 

    （１）いじめ問題について 

    （２）小・中・中等教育学校における体罰の実態調査について 

第 ３ その他 

 

 出席委員（５名） 

 教育委員長  中川 典子 

 教育委員長職務代理者  近藤 明義 

 教育委員  市川  正 

 教育委員  古川 紀子 

 教育長  山﨑 芳明 

 

 出席職員（10名） 

 子ども・教育部長  高山 三郎 

 次世代育成担当部長  保科 彰吾 

 参事（子ども健康担当）  木村 博子 

 子ども総務課長事務取扱 

 子ども・教育部参事 
 高橋 誠一郎 
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 子ども施設課長  辰島  健 

 子ども支援課長  依田 昭夫 

 児童・家庭支援センター所長  山下 律子 

 指導課長  佐藤 興二 

 

 欠席職員（１名） 

 学務課長  平井 秀明 

 

 書記（２名） 

 総務係長  小宮 三雄 

 総務係員  鶴田 優子 

 

中川委員長  開会に先立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可すること

としますので、ご了承ください。 

 ただいまから、平成25年教育委員会第２回定例会を開催いたします。 

 本日、平井学務課長は、他の会議に出席のため、欠席いたします。 

 今回の署名は、市川委員にお願いします。 

 本日の議事日程は、お配りしてあるとおりですが、第１、議案、指導課、

議案第３号、人事案件は、意思形成過程中につき、「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」第13条第６項ただし書きの規定に基づき、非公開

といたしたいので、その可否を求めます。 

 賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

中川委員長  全員賛成ですので、非公開といたします。 

 この件につきましては、非公開となりましたので、議事日程の最後に、関

係者以外退席して行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎日程第１ 議案 

     子ども総務課 

     （１）『議案第１号』教育事務に関する議案に係る意見聴取 

     指導課 

     （１）『議案第２号』千代田区教育委員会の教育目標及び平成25年度千代田 

区教育委員会の基本方針 

 

中川委員長  日程第１、議案は２件あります。 

 初めに、議案第１号、教育事務に関する議案に係る意見聴取ですが、本件

につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第５

項」の規定により、山﨑教育長は、自己に関する案件のため、議事に参与で

きませんが、同条ただし書きの規定により同席を許可したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
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 （異議なし） 

中川委員長  異議なしと認め、同席を許可します。 

 それでは、子ども総務課長より説明願います。 

子ども総務課長  教育事務に関する議案に係る意見聴取につきまして、資料に基づきまして

ご説明申し上げます。 

 お手元の資料を１枚おめくりください。 

 ２枚目に、２月７日付で、区長から教育委員長宛てに、教育事務に関する

議案に係る意見聴取がございました。内容につきましては、千代田区長等の

給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の紹介であります。 

 これまでも区長等の給与の特例に関する条例というのは、区長の給与は条

例により決せられております。それに対しまして、一定額を減額するという

条例を既に施行しているのですが、今年の２月末をもって終了いたします。

改めまして、平成25年３月１日から平成29年２月末まで、この特例条例、本

来的な給料を減額するという条例を延長するという条例でございます。 

 具体的には、参考という資料の１番に書いておりますが、平成22年１月か

ら、区長、副区長及び教育長の給料について特例条例を定め減額をする措置

を行ってまいりましたが、ただいま申し上げましたとおり、平成25年２月末

で適用期間が終了いたします。改めて措置の期間を延長するというものでご

ざいます。 

 ２番目に内容に触れておりますが、教育長の場合、条例本則であれば本来

89万5,000円の給与のところを、特例条例によりまして、85万9,000円を給与

とするというものでございます。また、期間につきましては、平成25年３月

１日から平成29年２月28日までというものでございます。 

 裏面には新旧対照表がございます。２月末までこの特例条例が生きており

まして、現行も特例条例の該当で、教育長の給与は85万9,000円でございま

す。この期間が延長になりまして、この特例条例でも教育長の給与は85万

9,000円というものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

中川委員長  ご説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  それでは、特にないようですので、議案第１号について採決します。 

 賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

中川委員長  全員賛成につき、議案第１号を決定することとし、教育委員会として異議

がないことを区長へ報告いたします。 

 次に、議案第２号、千代田区教育委員会の教育目標及び平成25年度千代田

区教育委員会の基本方針について、指導課長より説明をお願いいたします。 

指 導 課 長  議案第２号「千代田区教育委員会の教育目標並びに平成25年度千代田区教

育委員会の基本方針」を改正するに当たりまして、議案としてお示ししまし
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た。 

 今回の趣旨でございますが、平成25年度の教育行政を進めていくために、

各学校、幼稚園、こども園において、千代田区教育委員会の教育目標の新た

なる確認と、平成25年度の基本方針を示すに当たり、この教育委員会で定め

ていただくものでございます。 

 それでは、前回の協議をもとに修正した点を中心にご説明申し上げ、ご審

議いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 まず、教育目標につきましては、前回ご説明したとおりでございます。一

部訂正したところだけです。 

 ２枚目の基本方針をご覧ください。基本方針１、そして３ページ目の基本

方針２につきましては、前回、特段のご意見がございませんでしたので、こ

のとおりといたします。 

 続きまして、４ページ、基本方針３の四角囲みの前文の部分で、「自己の

内面を磨くとともに、自己実現を図り」という部分をまとめてみてはどうで

しょうかということでございましたので、３行目の後ろ、真ん中ら辺から、

「また、誰もが生涯を通じて学び、自己の内面を磨くとともに、自己実現を

図り」という、この「自己実現を図り」をつけ加えました。そのかわり「そ

のため」以降の、以前は「自ら学び、自己実現を図ることができるよう」と

いう文言がありましたが、それを削除しました。 

 続きまして、基本方針３（１）健康と体力の増進の中黒の１つ目でござい

ます。「個に応じた」というのはなくても良いのではないのでしょうかとい

うことで、「個に応じた」は削除しました。 

 また、中黒の２つ目、「個性や想像力を伸ばす基盤となる健康・体力を保

持・増進するため」という文章でございますが、ここに、「体力向上や食に

関する指導をはじめとする」という文言があったのですが、「食に関する指

導をはじめとする」というのが、不要というご意見がありましたので、ここ

も削除しました。 

 基本方針３につきましては２点です。 

 続きまして、５ページ目をご覧ください。基本方針４でございます。 

 基本方針４の四角囲みの前文のところでございますが、前回もご説明申し

上げましたように、「伝統文化の継承」ということを位置づけたことによ

り、前文につながりが持てない。「我が国の伝統文化に対する愛着」という

文章の据わりが悪いということで、前段を少し改めました。「国際化、情報

化の進展、地球環境の悪化、自然災害への対応など、めまぐるしく変化する

現代社会において、自ら課題に立ち向かい、自ら乗り越え世界を舞台に行動

できるようにする」ということで、「我が国の伝統文化に愛着を持ち」とい

う部分と「世界の人々と積極的に対話し」という部分を削除しました。その

かわり、「そのため」以降に、「我が国の伝統文化に対する愛着」という文

言をつけ加えさせていただき、「国際教育を一層充実し、子どもたちに」と

いう部分を削除し、整理をしました。 
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 この文章をお読みいただいて、ご審議いただければと思います。 

 続きまして、基本方針４（２）の部分でございます。 

 「国際教育の推進」の中黒の３つ目でございます。「国際社会において、

広い視野に立ち」というところですが、「英語に親しむ活動」と「外国語活

動」というこの関係というのをもう少し整理した方が良いということでした

ので、すっきりと「保育園・こども園・幼稚園における英語に親しむ活

動」、「幼児」をとりまして「小学校における外国語活動の充実を図るとと

もに、培った力を中学校・中等教育学校における海外交流に生かす教育を推

進する」とい改めたものです。文言整理をいたしました。 

 続きまして、基本方針４（４）「環境教育の推進」の部分でございます。 

 「原子力発電所事故等を踏まえたエネルギー問題」というのが以前の文章

だったのですが、ここは、「原子力利用の在り方を踏まえた原子力問題」と

いうふうに、事故が起こったためということではないという表現に改めては

いかがかというご指摘でしたので、こちらは「特に、原子力の利用の在り方

を踏まえたエネルギー問題」というご指摘のとおりの文言に修正をさせてい

ただきました。 

 基本方針４は以上です。 

 続きまして、基本方針５でございます。 

 基本方針５の前文でございますが、「学校教育・家庭教育の充実」と書い

ておりましたが、「家庭・学校」、「学校・家庭」と順不同な、統一性がな

かったものですから、ここは全て、「学校（園）」が先に出てくるようにし

ました。よって、一番最初の「学校（園）・家庭が一体となり」というふう

に順序が変わりました。 

 続きまして、基本方針５（１）、脱字があった部分につきましては、ご指

摘のとおり、「中学校・中等教育学校」というように、中黒の４つ目の右の

ほうなんですが、「中学校・中等教育学校」の「校」の字を追記させていた

だきました。 

 続きまして、基本方針５（２）「家庭教育の充実」でございます。ここで

は、中黒の１つ目、前回は、「基本的倫理」という言葉が大きく包含してし

まうことにより、前のつながりと後のつながりというのが、バランスが悪い

ということで、この「基本的倫理」という文言を削除してはどうかというこ

とでしたので、ここは、「基本的な生活習慣、他者に対する思いやりなどの

基本的倫理」は削除しまして、「思いやり、社会的マナー、自制心や自立心

等」というような表現に改めさせていただきました。 

 続きまして、基本方針６です。７ページをご覧ください。 

 基本方針６、四角囲みの前文のところでございます。「地域に根ざし区民

の期待に応えられる、地域社会との連携を推進していく」というのが、読み

づらいというご指摘を受けまして、「地域に根ざし区民、地域社会の期待に

応えられる」という文言にしてはいかがでしょうかということですので、こ

こは、「そのため」以降の文章を、「地域に根ざし区民、地域社会の期待に
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応えられるよう」と文言を整理させていただいております。 

 また、「子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場である学校」という文

章の、「活動の場」というのも特に必要ではないのではないのかということ

ですので、今回は「活動の場」という文言を削除いたしました。 

 最後に、基本方針６のインフルエンザのところですので、中黒の５つ目で

ございます。 

 「新型インフルエンザ等の感染症予防の徹底をはじめ」ではなく、「徹底

を図るために、適切な情報収集」の文言の方がよろしいのではないかという

ご指摘でございましたので、こちらは、「感染予防策の徹底を図るために」

と文言修正をしたものでございます。 

 前回のご指摘を受けまして、今回、修正したものを議案として提出いたし

ましたので、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

中川委員長  ありがとうございました。ご説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 いかがでしょう。 

近 藤 委 員  今のお話を伺いながら、やっぱり余分なのかなというところで、１カ所だ

けあるんですが、基本方針６の四角囲み、真ん中のところ、この前、前後し

ていただいたりした、「地域に根ざし」という言葉が、どうしてもここに必

要なのか、これからうまくつながらなかったんじゃないですかね。今、こう

直していただいても、ここにこれがある必要があるのかというか、何かおか

しくないでしょうか。上手くは言えませんが。 

指 導 課 長  「地域に根ざし」という文言を入れた意図といたしましては、学校が、地

域とともに、地域にある学校、地域とともに子どもたちを育んでいくという

意味合いを込めた文言でございます。ただ、今、近藤委員ご指摘のように、

「区民、地域社会の期待に応えられるよう」、「期待に応えられるよう」と

いう文言に込めていくというようなことであれば、それは削除してもおかし

くはないとは思います。 

近 藤 委 員  こだわりはあれですけど、皆さんがどう感じるかですね。 

中川委員長  そうですね。 

 いかがですか。 

近 藤 委 員  それほどこだわりがあってということじゃないですが、個人的にはどうも

流れがおかしいなと思っていることは事実ですね。 

中川委員長  佐藤指導課長は、地域に根ざすということで、この区の中のということを

強調したいと思っていらっしゃるんですね。 

指 導 課 長  ここに点が入っていないので、読みづらさがあるかなとは思うんですが、

「地域に根ざし」というのが１つの段落と言いますか、意味があって、根ざ

して、さらに区民、地域の期待にも応えられるんだよ。要は、学校もきちん

と地域の活動に出ていったり、地域とのかかわりを持っていくという意味合

いだったのです。 

中川委員長  いかがでしょうか。 
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近 藤 委 員  地域に根ざすとか、地域に密着しとかいうようなこだわりの言葉なんでし

ょうが、そういう意味合いであったらば、それこそ、「そのため、区民、地

域社会の期待に応えられるよう、地域に根ざしながら」とか、「地域に根ざ

して、保護者や地域、大学や企業・ＮＰＯ等との連携を推進していく」とい

う方が、文章としてはスムーズなんじゃないですかね。 

指 導 課 長  ご指摘を受けて修正しても議案を通していただくということで、大丈夫で

すか。 

中川委員長  そうですね。いかがでしょうか。 

教 育 長  ちょっとよろしいですか。これは削除した方が私は良いように感じがしま

した。後ろの「保護者や地域」、また「地域」が入ってくるんですよね。

「地域に根ざして、保護者や地域」というのは、やはり何かおかしいですよ

ね。 

近 藤 委 員  なるほどね。 

教 育 長  「地域の期待に応えられる」とか、「地域との連携」ということで、「根

ざした」というのは、なくても良いと思います。２回言っていますから。 

中川委員長  「区民、地域社会の期待に応えられるよう」にしてしまって… 

教 育 長  ここだけで、「地域」がまた出てきますからね。 

中川委員長  ええ。でも、そうすると、この「地域社会の期待に応えられるよう」の

「地域」と、「保護者や地域」の「地域」も重なりますよね。こちらの「地

域」も要らないんじゃないかなと思います。 

教 育 長  「地域社会」と「地域」というのも重複していますよね。 

中川委員長  そうですね。 

指 導 課 長  「地域に根ざし」を削除してしまう形でいかがでしょうか。 

中川委員長  そうですね。 

近 藤 委 員  私は、なくても良いと思いますけどね。 

指 導 課 長  その方がすっきりしますね。 

中川委員長  そうしたら、ついでにと言いますか、「区民、地域社会の期待に応えられ

るよう」というのは、ここは、「区民・」にしちゃってもいいんじゃないで

しょうか。「地域」をとってしまって、「区民・地域社会の期待に応えられ

るよう」としたらいかがかということで、これも含めて、最後に採決をすれ

ばよろしいですね。 

教 育 長  直すことを含めて、決定ということですよね。 

中川委員長  はい、わかりました。 

 そのほかにはいかがでしょう。よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  それでは、この議案第２号に関しまして採決したいと思います。 

 賛成の方は、今の点も含めまして、挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

中川委員長  全員賛成につき、議案第２号を決定することといたします。 
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◎日程第２ 報告 

     子ども総務課 

     （１）区立保育園卒園式・各学校卒業式及び入学式等日程 

     （２）子どもの遊び場に関する基本条例 

     子ども支援課 

     （１）千代田区立保育所条例の一部改正 

     （２）保育園・こども園入園申込状況（一次） 

     学務課 

     （１）平成25年度九段中等教育学校適性検査結果 

     指導課 

     （１）いじめ問題について 

     （２）小・中・中等教育学校における体罰の実態調査について 

 

中川委員長  それでは、第２、報告に入ります。 

 初めに、子ども総務課長より報告をお願いいたします。 

子ども総務課長  ２点ございます。 

 １つは、区立保育園卒園式・各学校卒業式及び入学式等についてのご報告

であります。 

 お手元の資料にございますとおり、３月９日の九段中等教育学校の卒業式

を皮切りに、表記のとおり、各学校・園の卒業式、修了式、卒園式が予定さ

れております。 

 また、年度が改まりましての入学式の日程につきましても、４月２日の保

育園の入園式から４月14日の神田一橋中学校の通信の入学式までの日程が確

定したところでございます。 

 例年のことでございますが、これら、学校・園の入学式、卒業式のご出席

につきましては、教育委員の皆様には、また改めまして、ご案内をさせてい

ただきたいと考えております。 

 また、「担当」と書いておりますが、これは、保育園・幼稚園につきまし

ては子ども支援課、学校に関しましては指導課ということで、こういう記載

になっております。 

 こちらの説明は以上でございます。 

中川委員長  ありがとうございました。 

 これに関しまして、何かご質問、よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  では、次に、子ども遊び場条例に関する基本条例の制定についてお願いい

たします。 

子ども総務課長  前回の定例会でもご報告したところでございます。その際に、いろいろと

ご意見、ご提言を頂戴いたしました。 

 まず、繰り返しのお伝えとなりますが、子どもの遊び場に関する基本条例

は、いわゆる理念、基本的な考え方を謳うものでございまして、いわゆる事
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業条例ということではございません。この条例に基づきます事業は、改めて

の要綱、要領での運用を予定しておりますことをあらかじめお知らせ申し上

げます。 

 それでは、前回の定例会におきまして、本条例の原案と言いますか、概要

等につきまして報告をさせていただきました。その際、委員の皆様方から幾

つかのご指摘やご意見を頂戴いたしたところでございます。 

 今般、委員の皆様のご議論を踏まえまして、この本条例案につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 ポイントは５つの論点からなっているかと認識しております。 

 １点目は、前文の取り扱い方。２点目は、条文の「ですます」調につい

て。３点目は、言葉の定義が不十分ではないかという声。４点目は、「条例

本文を別に定める」とあるが、要綱による運用が読み取れないといった指

摘。５点目は、条例とは別に、宣言を別につくってみてはといった内容であ

ったかと認識しております。 

 それでは、順を追いまして、改めてご説明させていただきたいと思いま

す。 

 その前に、この資料にあります条例の構成を、改めてご覧ください。３ペ

ージにわたる条例でございます。３分の１ページ目、１ページ目には何が記

載してあるかというと、外遊びや球技が思い切ってできないといった現状が

あるよという。子どもの言葉をまず持ってきまして、おめくりいただきまし

て、２枚目の頭に、それに対する区としての決意とか考え方というものを込

めて、このセットで前文にし、その後、条例の本文になっていると、そうい

う構成となっております。 

 それでは、説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、前文は条例の一番重要な内容になるのではないか、法規の趣旨から

どうなのかといったご指摘がございました。この前文の扱いにつきまして、

区の法規担当と協議いたしました。前例となる千代田区の「地球温暖化対策

条例」でも、この内容を、一般の方々にわかりやすく、また読みやすく伝え

る必要があるということを考えまして、その条例の性質などを考慮すると、

まずなぜこの条例を作成するのかということをわかってもらうためにも、こ

ういう方法はあるのではないかといった助言をいただいたところでございま

す。加えまして、区議会でのご指摘、議論、そして遊び場に関する検討会で

の報告におきましても、何らかの形で子どもの意見を反映させるべきではな

いかといった意見が出されておりました。条例の本文中にそうしたことを反

映するのは非常に難しいと判断いたしまして、小学生の要望とか、宣言とい

うか、そういったものを前文で採用とさせていただいたものでございます。 

 ２点目ですが、前回はですます調で表記をしましたが、条例条文のですま

す調は、条例のつくり方として適当なのかといったご指摘でございました。

これも、私どもは初め、この条例、子どもがこの条例の条文を読むというこ

とを想定したところでございます。それで、ですます調の方がより親しみや
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すいのかなと考えて作成したのですが、改めて考えますと、この条例は、子

どもにも読んでもらいたいのですが、本来的に条例の本文に規定されている

ことは、区の責務とか、区民や事業所の役割など、子どもを取り巻く、いわ

ば大人たちのことであって、子どもが読んでどうなるというか、必要がある

ものではありませんので、ここは通例の条例の条文形式に、言い方を改めま

した。 

 ３点目でございます。言葉、用語の定義が曖昧ではないか。例えば、事業

所、事業者の土地提供努力、義務等といったような形での定義の使い方が非

常に曖昧なところがあるんではないかといったご指摘がございました。 

 具体的には、条例本文の１行ですが、前回の提案内容でいきますと、「区

民、昼間区民及び区内事業者等」といった表記の中で、「昼間区民」という

のは、誰なのか。「昼間区民」の定義をしないとわからないところがあるの

ではないかという指摘がございました。そこで、ここをより単純にいたしま

して、「区民及び区内事業者等」と修正いたしました。この「区内事業者

等」には、区内で活動していただく全ての事業主体、これは公であろうと民

間であろうと、大企業であろうと中小零細であろうと、あらゆる方々がいる

という、区を取り巻く全ての方々という意味での「区民等」とご理解してい

ただきたいと存じます。 

 また、この条例の３条にあります「区民等の責務」の中に、「暫定的に土

地を提供する」という文言がありましたが、この「提供」という言葉が非常

に強くて、提供の義務まであるのかと。そういうことでなくて、気持ちはあ

くまでもお貸しいただければ使わせて欲しいというのが真意でございまし

て、そこは本来的な意味に戻りまして、場所の確保に向け、区が協力を求め

ると、区が貸してくださいねということに対しまして、そういうこともいい

よということがあればいいんだと、「提供」というのでは余りにも強過ぎる

ので、そういう表現を改めました。 

 ４点目でございます。条例の本文の７条、「この条例の施行について必要

な事項は、別に定める」とありますが、冒頭申し上げました理念条例という

ことですので、事務事業をこの中で落とし込んであるものではございませ

ん。この条例に基づく施行といいますか、規則によって云々というのではな

くて、ここに関係する事業の実施には、必要な事項を細々と定めました要綱

での運用というのが、私どもといたしましては、適当と考えたところでござ

います。それで、この「別に定める」という中には、要綱というのを想定し

ていると。そして、要綱の中には、さらに細部を詰めました要領というのも

入る可能性があるのかなと考えておりまして、そこを「要綱並びに要領」と

いう書き方もあるかもしれませんが、そういうところは曖昧にしたと言いま

すか、そういったものを予定していますよということを受けとめていただく

ための膨らました書き方とご理解いただければと思います。 

 そして、５点目でございます。条例と別に、宣言というのもつくってみた

らどうかといったご提言がございます。また、繰り返しになりますが、この
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条例そのものが、理念を謳ったものでありまして、宣言に近いものと考えて

います。理念を謳った条例を議決いただき、また改めて宣言も議会に付して

議決いただくという、二重になってしまうような内容になってしまうのかな

と考えます。この遊び場の確保に関する理念を、これから色々な形で具体化

していく方法としては、どちらかかなと。宣言でいくという方法も１つはあ

るかもしれません。今般は条例ということでやりましたが、いずれにして

も、２つやるというのではなくて、１つにすると。そして、この子どもの遊

び場確保に関しましては、この検討の開始から、条例でいこうというところ

からスタートしてきました。また、これから色々な動きをしていく中で、理

念条例を使いながら、区の内部だけではなく、対外的なお願いをするときに

も、宣言よりも条例の方がよりわかりやすいのかなと考えておりますので、

ここは条例と改めさせていただきたいなと考えおります。 

 以上が、前回の宿題と言いますか、いろいろと課題につきまして、改めて

作成し直しましたのが、本日報告いたします基本条例（案）でございます。 

 １ページ目には、この子どもの現状というものだけを前面に出しました。

２ページ目以降に、区の基本的な考え方、そして条例の本文、そういった構

成でいった方がご理解していただけるのかなということで、こういった形で

議案として出させていただければいいかなと考えているところでございま

す。 

 本件に関しましては、いろいろと委員の皆様方にお手を煩わせまして大変

恐縮でございますが、こういうスタイルで、この条例の提案ということでや

らせていただければなと考えているところでございます。 

 報告は以上でございます。 

中川委員長  ありがとうございました。 

 報告が終わりました。 

 ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 いかがですか。よろしいですか。 

古 川 委 員  前文なんですが、前回のものよりも短くまとめられていますが、読んでみ

ての印象が、真ん中より下の、「でも、ボール遊びが禁止でない公園なんて

ある？」のあとが、何か語尾が強いのか、子どもの会話ではなくて、大人の

希望が、こうあってくれるといいかなということが並んでいるような印象を

受けました。 

 最後に、「区内の小学生より」というふうにつけると違和感があるような

印象があったんですが。小学生の会話の形式をとるならば、例えばですが、

「あのさ、もし自分たちのやりたい遊びができる」のところを、「公園なん

てある？」というのを受けて、「そうだよね。でも、もし自分たちのやりた

い遊びができる場所があったら」とつなげて、次の「けがとかしても、友だ

ちみんなで協力しあってさ。」。下が、「ねえ」をとって、「知らない子が

やってきたら、仲間に入れて、友だちになったり。」。それで、下につなが

って、「友だちの弟や妹とかルールを教えてあげたいよね」とすると、子ど
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もの自発的な会話のふうになるかなと思いました。ただ、どこまで崩してい

いのか難しいところですが。すっと読んでみて、最後に、「区内の小学生よ

り」と結ぶには違和感があるように思います。語尾の感じでしょうか。 

子ども総務課長  そうですよね。古川委員のご指摘もごもっともだと思います。一番子ども

の声を日常的に接しているのは学校の先生だと思います。検討会の委員の中

に、小学校の副校長先生が入っておられまして、この条例で子どもの生の声

というものを取材しながらつくっていただくという中で、少しわざとらしさ

が出てきたところは、そういったところかもしれません。そこはまさに古川

委員のご指摘の部分が、不自然さというんでしょうか、そこら辺のところの

読み取り方が、どこまで困っている状況があって、それを受けて、区として

も少しずつでもやっていくんだというところなので、本当は遊びたいんだ

と、困っている状況だというところを、説得力を持つためには、より自然な

言い方というのも、それはありかなと思います。 

 確かに「あのさ」が余計だったりとか、そこら辺が何ていうんでしょう

か。 

子ども・教育部長  では、まだ時間がありますので、詰めさせていただきます。大変申しわけ

ありません。 

中川委員長  きちんと詰めて、全部お伝えしておいた方が良いと思います。よろしくお

願いいたします。 

 よろしいですか。 

教 育 長  あくまでも、小学生に聞いてもらったことですので、もう一回、副校長先

生を通して子どもたちに確認するんですよね。 

子ども・教育部長  はい、確認してやります。 

中川委員長  今度の流れはこれはどうなるんでしょう。 

子ども・教育部長  ２月21日告示でございます。区長からの条例の提案として議会に出されま

す。 

 ただ、それまでに若干時間があります。早急に、文言を整理した上で、委

員の皆様にご確認をとる作業をし、副校長とも調整しますので、その上で、

読んでいただいて、違和感があるものに関しては、条例でございますので、

改めて私どもで考えて処理をいたします。 

中川委員長  そうですね。お願いいたします。 

子ども・教育部長  大変申しわけありません。 

中川委員長 宣言文のようなものに少しこだわるんですが、別にここになくてもいいの

ですが、例えばそういう場所ができたりした時には、子どもたちは、僕たち

はこういうつもりでつくったんだよということをきちん表示はしていただき

たいなと思います。よろしくお願いします。 

 ほかにはよろしいでしょうか、この件に関しまして。 

 （「なし」の声あり） 

子ども・教育部長  ありがとうございます。 

中川委員長  よろしくお願いします。 
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 それでは、次に、子ども支援課長より報告お願いいたします。 

子ども支援課長  ２点ほどご報告がございます。 

 まず、（１）でございますが、千代田区立保育所条例の一部改正について

でございます。 

 こちらにつきましては、今年の４月竣工予定しています区立神田保育園の

移転に伴いまして、その位置を改める必要があるために、条例を改正するも

のでございます。 

 改正内容につきましては、現在、旧神田消防署跡地にございます仮園舎、

住所が神田淡路町二丁目15番地なんですが、今度新しく再開発事業で立ち上

がります南街区にございます本園舎に移転する予定でございます。その住所

が、神田淡路町二丁目109番地になります。 

 施行期日につきましては、千代田区規則で定める日から施行すると考えて

おりますが、４月竣工で、ＶＯＣ検査等手続きがございますので、６月当初

を開設の予定日といたしたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

 なお、平成25年第１回区議会定例会に上程する予定でございますので、そ

の辺ご配慮をお願いいたしたいと思います。 

中川委員長  ありがとうございました。 

 この件に関して、質問等はございますか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  では、保育園・こども園入園申込状況について説明をお願いいたします。 

子ども支援課長 まだ速報値でございますので、資料はご用意差し上げませんでした。すみ

ません。確定次第、また情報をご報告申し上げたいと思います。 

 １月31日現在の、確定はしてございませんが、おおよその数値をご紹介い

たします。 

 まず、区立の保育園、４園ございます。麹町保育園が、定員枠が88名のと

ころ入園希望者数が89名でございます。神田保育園が、105名のところ入園

希望者が115名。西神田保育園が、定員枠107名のところ入園希望者数115

名。四番町保育園が、104名のところ入園希望者が141名。 

 私立の認可保育所でございます。アスク二番町保育園ですが、定員枠107

名のところ117名。 

 こども園でございます。こども園の長時間課程でございますが、０から５

歳までの定員枠、いずみこども園が、103名のところ119名。ふじみこども園

が、142名のところ161名。 

 次に、平成25年４月開設予定の千代田の幼保一体施設の０から２歳までの

認可外保育施設でございますが、０から２歳までの定員枠20名のところ入園

希望者18名ございます。 

 なお、幼稚園につきましては、今年度３歳児に長時間を設けるところでご

ざいます。10名枠に対しまして４名の申し込み。なお、４歳・５歳児につき

ましては、短時間から長時間に行くというご意向がございますので、その辺
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も最終的には加味したいと考えております。 

 昌平保育園につきましては、０から２歳につきましては、25名のところ24

名です。昌平幼稚園は、３歳児・４歳児でございますが、20名枠のところに

13名ということです。 

 合計しますと、定員が831人、入園希望者が924人ということで、1.11倍と

いうことになります。93名の方が定員より多いといった状況でございます。 

 報告は以上でございます。 

中川委員長  これに対しまして、何かご質問ありますでしょうか。 

古 川 委 員  こんなに待機児童が発生してしまうということになるのでしょうか。今の

段階から、数字は動くんでしょうか。 

子ども支援課長  今年度の４月、待機児童ゼロといったところなんですが、ただ、年度途中

では、どうしてもお申し込み後の転入等がございますので、若干の待機児童

数というのは出てまいります。この93名が全て待機児童という形ではなく、

ここから認証保育所等に行かれて、最終的に何名に落ちつくかは、今入所調

整会議中でございますので、その結果等もあわせまして、またご報告申し上

げたいと思います。 

古 川 委 員  分かりました。 

中川委員長  それでよろしいですか。 

 （了 承） 

中川委員長  それでは、次に、学務課からの報告ですが、学務課長が欠席のため、子ど

も総務課長より報告をお願いいたします。 

子ども総務課長  それでは、平成25年度千代田区立九段中等教育学校の適性検査の受検状況

につきましてご報告申し上げます。 

 これは２月３日に本校の適性検査がありました。この資料にございますと

おり、Ａ区分、いわゆる千代田区民枠でございますが、今年度は応募の段階

では、男女とも２倍を超えた応募がございました。実際の受検となります

と、この表にもございますとおり、男子が73名、女子が81名、男子は1.83

倍、女子は2.03倍ということで、男子が若干応募倍率２倍を割り込んだとい

うところでございますが、昨年に比べますと、受検者数もＡ区分につきまし

ては伸びているところでございます。 

 この発表は２月６日の17時にホームページで公開し、７日に学校の掲示板

に掲出されました。そして、７日、８日の日に、合格された方々は入学の手

続をしているところでございます。 

 本件につきましての詳細につきましては、また改めましてご報告の時間を

設けさせていただく予定でございます。 

 説明は以上です。 

中川委員長  報告が終わりました。 

 ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 
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中川委員長  それでは、特にないようですので、指導課長より報告お願いいたします。 

指 導 課 長  まず初めに、いじめ問題についてということで、教育委員会資料、「大津

市いじめ第三者委報告＜要旨＞」に基づきましてご説明申し上げます。 

 こちらの要旨につきましては、東京新聞のホームページに記載されている

ものでございますので、ご承知おきいただければと思います。 

 要旨でございますので、途中略されているものもございます。今回は、第

Ⅰ部「自死に至るまでの事実」の第１章の「事実経過」については、省略さ

れております。 

 第２章の「事実の考察」以降につきましてご説明申し上げます。 

 第１節、「本委員会のいじめの定義」につきましては、文部科学省が定め

るいじめの定義と同様なものであります。 

 第２節の「いじめの認定」です。生徒Ａに対する行為が、主なものとして

は19件ございました。白い三角印のところ、数えていきますと、ヘッドロッ

クだとか暴行、ズボンを脱がされる、教科書、成績表を破られる、女生徒の

前で「告ら」される――女生徒の前で誰々が好きという意味ですけれども、

告られる。あるいは、「死ね」だとかという言葉を浴びせかけられるなどが

ございました。つまりこれらの行為は、Ａに対する心理的・物理的攻撃であ

ったと認められるという結果でございます。よって、生徒Ｂ、Ｃに対しては

いじめと認定すると。ただし、Ｄについては、「一定の人間関係にある者」

という要件に該当しなかったので、いじめとは認定しなかったというもので

す。 

 第３節に、「自死の原因の考察」がございます。大きく分けて３つござい

ます。 

 まず、１点目は、もともと仲よしグループであったこともあって、誰にも

相談ができなかったと。当該クラスの生徒や担任に相談しても、いじめがや

むことはないという絶望感、無力感に陥ってしまったと。この頃の当該クラ

スは、学級規律の乱れ、あるいはＡに対するいじめが日常化しており、「い

じめの透明化」の段階にあったと。クラスからはいじめ行為を抑止する力は

失われていたと判断できる。また、担任も同様の状態に陥っていたというも

のでございます。 

 ３点目は、ページを開いていただきまして右になりますが、自死をされた

生徒さん、Ａというんですが、Ａの性格等や家庭の問題については、自死の

要因とは認められなかった。本人の問題はなかったと結論づけております。 

 ４節の「本事案のいじめの特徴について」は、仲よしグループからいじめ

グループへの変化の中で起きていると認定しております。 

 ５節「学校、市教育委員会のいじめ認定への考察」につきましては、学校

及び市教育委員会が誤った判断をした最大の原因として、背景事情を含めて

徹底した調査を行い、そこで出てきた情報から事実を確定するという作業を

怠ったと特定しております。特に、市教育委員会においては、学校を支える

という教育委員会本来の役割を早々に放棄し、事実調査、いじめの認定作業
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を学校に丸投げし、混乱状況下にあった学校を孤立させたということを指摘

しております。 

 第３章の「問題点」につきましては、１節は省略で、第２節、「問題点の

指摘」としましては、担任のことについて言及されております。担任は、周

辺の生徒がいじめを訴えている事実をもっと重視すべきであったと。周辺の

子どもたちから具体的な情報を得る努力をすべきであったという指摘をして

おります。 

 ２枚目をご覧ください。 

 複数の教員から情報が上がったにもかかわらず、最後の最後まで学校は全

体として、いじめとしての認知をしなかったという指摘をしております。 

問題は、情報が担任と学年主任にとどまり教員全体で共有できなかったとい

うこと。情報が学校全体において共有されなかったということを指摘してお

ります。 

 第Ⅱ部につきましては、「事後対応」としまして、第１章は省略ですが、

第２章は「問題点」、「学校の事後対応」ということで、同様なことが書か

れております。 

 まず、アンケートが実施されたのですが、本件、いじめの実態のかなりの

部分が明らかになったにもかかわらず、学校はこうした情報を全て集約し

て、全貌を明らかにしようとする姿勢は必ずしも認められなかったという指

摘をしております。結果的には、自死の関係を不明と結論づけた。これを

早々に結論づけてしまったことには、大いに疑問であるという指摘がされて

います。 

 本件の場合は、学校は加害をしたとされる生徒から、Ａとのかかわりや事

実関係について、その言い分を聞くことがほとんどできていなかったという

ふうな指摘もされております。 

 また、第２節、「市教委の事後対応」にしましては、本件に対して緊急対

策チームがまず設置されなかったということ。結果、職員の役割分担や指示

命令系統も曖昧なままで推移し、その結果中学校への明確な支援体制がとれ

なかったと指摘されております。 

 １枚おめくりいただきまして、その裏面ですが、学校がいじめの調査を行

うに当たっても、市教育委員会は弁護士に頼り、一切の指導助言を行ってい

ない。また、学校で開催された重要な会議に指導主事が出席をしなかった、

報告を聞くのみであったという指摘がされております。学校への関与性が極

めて薄いと。結果、事務局の独走をチェックすることが大切であるというよ

うなご指摘もされてございます。 

 ３節、「学校・市教委共通の問題点」としては、Ａの保護者が虐待してい

たというフィクションへ寄りかかったことで、いじめと自死の関係への解明

作業が事実上放棄されていた。事実解明を怠り、大ざっぱに３人によるいじ

めと捉えた結果、いじめをしたと言えない１人を社会的非難にさらしたなど

の指摘をしております。 
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 第３章の「その他の問題点」につきましては、新聞社のことについて書か

れているんですが、報道のあり方等も指摘をしております。生徒の保護者が

この報道を知り、本委員会との信頼関係が壊れたとして、生徒からの聞き取

りを拒否したという結果に至ってしまったのは、新聞報道のあり方について

も問題提起がされております。 

 最後の１枚なんですが、第Ⅲ部「提言」ということで、「教員への提言」

が記載されております。 

 まず、何よりも子どもの心の叫びを読み取ることが重要だということ。ま

た、本委員会でも、よく言葉として出されていましたが、教員自身の感性を

磨くことということも重要であると指摘をしております。周りの多数の教員

の力を合わせ、心配な生徒の情報収集と情報の共有の仕方について、十分な

検討・実践をしてはどうかと提言をされております。 

 また「学校への提言」としましては、いじめ問題は学校の中で解決しなけ

ればならないということがまず第一に挙げられています。先生に相談したい

と思ったときが一番対応するときであると。学校職員であれば誰にでも相談

できるような、そういう体制をつくる必要がある。多くの子どもたちが「生

徒に向き合う時間をつくって」と答えているので、誰でも相談できるような

体制をつくる必要があるという提言がなされております。 

 また、第３章では、「教育委員会への提言」といたしまして、まず第一に

は、市教育委員会の隠蔽体質を是正する必要があるということがあります。 

 今回の問題で、教育委員会事務局が自らの調査や学校への徹底した指導・

支援など、その直接的役割を十分果たせていなかった。事務局が執行する事

柄を監査する部署を外部機関に置くことも考えると提言をされております。 

 おめくりいただきまして、第５章、「危機対応」。ここでのポイントは、

学校・教育委員会は可能な限り事実を開示すべきであるというようなことを

指摘しております。 

 第６章、「将来に向けての課題」につきましては、子どもたちが安心して

いじめからの救済を訴える窓口が不可欠であるというようなことを、課題と

して挙げております。 

 また、いじめで重大な結果が生じてしまう前に、弁護士へのアクセスを充

実させること。弁護士であれば問題点を的確に把握できるのではないのかと

いうようなことも指摘をしております。 

 雑駁に、この報告書をご説明申し上げました。これまで本委員会で、いじ

めについて議論されていることに重複するところが多いかなと思っていま

す。この報告書の中でも、教員への提言という中で、心の叫びを読み取る、

あるいは周りの多数の教員の力を合わせるという意味では、もちろん教員の

体制も大事なんですが、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーなど、より専門的な知識をお持ちの方たちと子どもたちを守っていくとい

う姿勢が重要なのではないのかなと。そういった意味では、千代田区におい

ては、そういった体制が整いつつあろうかと思います。 
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 また、いじめからの救済を訴える窓口が不可欠であるというお話もありま

した。これにつきましては、千代田区においては、いじめホットラインを、

24時間全て子どもたちの声を聞く体制は整えますということで、平成25年度

予算に計上しているところでございます。 

 また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと同様に、弁

護士というようなお話がございました。こちらも健全育成サポートチームを

早期に立ち上げ、弁護士とのつながりをつけていくと。何かがあった際に

は、すぐに弁護士も交えて、学校に相談していくというような体制を本区で

は整えているところでございます。 

 まだ十分な体制というわけではないのかもしれないですが、千代田区教育

委員会といたしましては、このいじめ問題につきまして、平成25年度に際し

て万全な対策はとっていくというふうにしております。ただ、やはり人間で

すので、意識という問題、危機管理意識だとか、あるいは関係諸機関との連

携する意識だとか、そういうものが薄れてしまう可能性がございます。時を

みて、校長会等で、常に先生方一人一人に届くような、そんな指導、助言が

できるようにしてまいりたいなと思っております。 

 いじめの問題についてのご報告は以上です。 

中川委員長  ありがとうございました。 

 これに関しまして、ご意見はいかがでしょうか。 

市 川 委 員  感想でもいいですか。私、大津教育委員会に期待していたんです。しか

し、指導課長さんがおっしゃったように、ここに書かれているように、この

委員会で、ほとんど既に取り上げていることが多いことがあります。という

ことは、つまり事柄として、考えられることは全て手を尽くしてきているん

ですよ。 

 問題は、どういうことかというと、事が起こったときにどこまで明らかに

するのか。プライバシーの問題というのは、私は実は、こういう際に、余り

それを前面に押し立てて、認定する材料にはならないんだろうと思うんです

けど。事柄によりますが、要するに、いかにオープンであるかということが

一番の問題なんだろうという気がするんですよ。ですから、それを抜きにし

て、幾らこういうことを、例えば弁護士ってありますね――差しさわりがあ

ると思いますが、僕は弁護士は余り信用しないもんですから、はっきり申し

上げますが、自分の身内にも弁護士がいるもんですから、絶対信用しない。

豪語するんですよ、余計な話ですが、弁護士というのは。弁護士を入れるこ

ともかなりのところでやっているはずなんですし、千代田区もやっているん

ですが、でも、それが全てではない。ですから、何を整えるかではなくて、

どう運営するか、整えたものをどう運営するかという方がよほど大事だとい

うのが私の感想です。 

中川委員長  そうですよね。ですから、それは佐藤指導課長がおっしゃったように、感

性の問題とか、最終的には、危機の時にどう対処するかという問題になって

くると思います。 
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 少しだけ言わせていただくと、私も、失望したところもあるし、それか

ら、教員への提言の中で、教員自身の感性を磨くことというのは、どんな状

態でも大切なことのはずなのに、「日々の忙しさの中で難しいとは思うが」

という文言が出てくるんですが、これは少しおかしいんのではないかなと思

いました。 

 あと、教育委員会への提言という中で、教育委員会事務局が執行する事柄

を監査する部署を外部機関に置くことも考えられるというのは、これはも

う、屋上屋を架すということになるし、そういうことを、全体として見てい

かなければいけないのは、僭越ながら、教育委員の仕事でもあるんじゃない

かなと。教育委員も感性を磨いて、きちんと、隠蔽したりしないで、対処し

ていかなければいけないなということをすごく感じました。 

 本当に私が腹立たしいと思ったのは、学校が責任を放棄していたことで、

第５節にも書いてあるんですが、学校がまず子どものことをどうして見てあ

げられなかったのか、ちゃんとケアしてあげられなかったかということがこ

こには書かれていないということです。私は気になりました。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

古 川 委 員  スクールカウンセラーについてのことが載っているんですが、内部性の指

摘があり、これから提言としては、外部性の強化ということなんですが、学

校とカウンセラーの方々が連携して問題解決に向かｙと思っていたんです

が、確かにプライバシーの秘守義務というのはあると思うのですが、千代田

区のスクールカウンセラーの方と先生方との距離感とか、どんなふうになっ

ているのでしょうか。気をつけているところとか、どんなふうに色々なこと

を話し合われているのかというのがよくわからないので、何でもいいんです

が。 

児童・家庭支援センター所長  私の方からから説明いたします。小学校のことしかわからないんですが、

小学校で申し上げますと、子どもと相談していく中では、子どもがこれは先

生に言わないでと言うことももちろんありますが、それをスクールカウンセ

ラーが、先生に言わないことで問題が生じてしまうこともありますので、そ

れはその事例、事例によって、言うべきことは先生にもお伝えしていきます

し、学校の中でチームを組んで解決しなくてはいけない場合には、先生やス

クールカウンセラー、それから指導を行う先生とかも含めて相談をします

し、時には、児童・家庭支援センターの職員も入って相談させていただきま

す。 

 相談を受けた内容というのは、直属、学校の中にも派遣されていますが、

所管は児童・家庭支援センターなので、児童・家庭支援センターには、全て

学校で、毎月どうだったという相談を受けた報告は全部いただいておりま

す。それを私、管理職が見て、問題があるときは、それはどうしたのという

ことで、内容的にお聞きして、これは学校と連携しなくてはいけないという

部分については、私の方から連絡させていただくということもあります。 

 ただ、小学生と中学生のスクールカウンセラーの場合に大きく違う点とい
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うのは、この守秘義務というところなんですが、守秘義務というのは、スク

ールカウンセラーが学校に言うかどうかということよりかは、学校の中で、

子どもがそこのスクールカウンセラーに相談に行くことについて、他の生徒

に知られないように行くことができるかどうかという部分も大きい、小学校

と中学校では違うのかなと私は感じています。小学生の場合は、お友達に見

られているとか感じないで、スクールカウンセラーのところに気軽に来る生

徒さんが多いのですが、スクールカウンセラーの中には、色々な他の自治体

とかに行っているスタッフもいますので、聞きてみますと、中学生の場合

は、スクールカウンセラーが学校の中にいたとしても、そこまで足を運ぶと

いうことが、特にいじめなんかの場合だと、いじめられている生徒が、いじ

めている生徒の視線とかそういったものを感じてしまうと、学校の内部にい

たとしても、相談しにくいというのはあると思います。 

 千代田区の場合は、スクールカウンセラーはもちろん充実させています

が、そのほかに児童・家庭支援センターの中に教育相談というのがありまし

て、そこで心理職が相談に乗っているんですが、そちらに相談に来るケース

が、中高生の場合は多いと私は思っています。 

中川委員長  せっかくホットラインができるんですから、それともうまく連携できるよ

うな形とか、工夫しないといけないでしょうね。それはどうなんでしょう。 

指 導 課 長  今回に関しては、いじめホットラインというのが今まであったものですか

ら、それについては、極端な話、午前８時から午後５時ぐらいまでしかなか

ったので、今回は広げるという形になっています。 

児童・家庭支援センター所長  あと、スクールカウンセラーの場合、学校に通っている生徒が対象なんで

すよね。ただ、千代田区の場合は、私学に行っているお子さんもいらっしゃ

いますので、その場合は、各学校に配置されていますスクールカウンセラー

では対応できませんので、教育相談でご相談を聞くというような形になるか

と思います。 

中川委員長  わかりました。 

 よろしいですか。 

古 川 委 員  はい。 

中川委員長  では、次に、小・中・中等教育学校における体罰の実態調査について、説

明をお願いいたします。 

指 導 課 長  （２）の小・中・中等教育学校における体罰の実態調査についてというこ

とで、どんな調査が行われているのかというご報告をさせていただきます。 

 教育委員会資料、ステープラーどめの写しが２つほどございます。 

 １点目が、「部活動指導における暴力による体罰の実態把握について」と

いう中学校・中等教育学校向けの調査用紙でございます。また、もう一つ

は、「小学校における暴力による体罰の実態把握について」ということで、

小学校を対象にした調査でございます。 

 こちらの調査は、中学校は平成25年１月28日から３月15日（金）まで、ま

た、小学校は１月31日から３月15日までが調査期間となっております。ただ
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し、いずれも３月８日（金）までの締め切りになっております。東京都が15

日までに提出してくださいということなので、区の締め切りを８日にしまし

た。しかし、調査期間が15日までありますので、提出後、本調査にかかわる

事案が生じた場合には、速やかに教育指導課に連絡をするという体制をとっ

ております。 

 調査方法につきましては、中学校、小学校ともに、教員から校長による聞

き取り形式になっております。 

 中学校をご覧いただけるとよろしいのですが、ステープラーどめの一番後

ろのページ、「教職員」、「聞き取り内容」、これに基づいて校長が教員に

聞き取りを行います。 

 また、小学校につきましては、小学校版のステープラーどめの１枚目、２

枚目の裏面に聞き取り内容というものがございます。これに基づきまして、

校長が聞き取ったものを教育委員会に提出するという形になっております。 

 児童・生徒につきましては、アンケート方式による調査になります。中学

校につきましては、２枚目の表面、質問肢がございます。小学校につきまし

ては、３枚目の表面、「よりよい学校生活のために」というものでございま

す。 

 なお、中学校につきましては、表題が、「部活動指導における」となって

おりますが、こちら７番、８番にありますように、「今年度、部活動以外の

事業や学校行事において」ということで、部活動からさらに広げた調査にな

っております。表題と若干違っております。 

 このような形で、今現在、調査を行っております。 

 今回、校長会等でもご説明申し上げたのですが、特に小学校は発達段階が

違いますので、調査の仕方などは、十分にこの発達段階に応じて実施してい

ただきたいとお願いしています。アンケート用紙を配って、はい、書いてく

ださいといっても、なかなか書けないお子さんがいらっしゃると思います。 

 また、「体罰」という言葉だけがひとり歩きしてしまいまして、なかなか

イメージが捉えにくいというようなことがありましたので、文部科学省が平

成19年度に示した、「暴力による体罰の例」というものが示されております

ので、そちらに基づいて調査を行ってくださいと言っております。 

 なお、小学校につきましては、この調査に加えて、校長が全校朝会や、あ

るいは全校集会で、暴力はいけないことを講話として話してくださいと。ま

た、こちらの資料の一番最後の面にあります「保護者の皆様へ」というよう

な形で、学校から保護者に、趣旨とアンケートを実施しますというようなこ

とをお手紙として配布しているところでございます。校長会である程度統一

をした形で、この意図から外れないような趣旨で、若干の文言の修正はあろ

うかと思いますが、ほぼこれと同じような形でお手紙が出るというもので

す。 

 また、こちらは、３月８日以降集計結果が出てまいりますので、結果につ

きましても、きちんとご報告申し上げたいと思っております。 
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 ちなみに、千代田区で、ここ何年かで起きた体罰、あるいは不適切な指導

についても、改めてご報告申し上げます。 

 体罰で、服務事故として上がっているものは、平成22年度の中学校の教員

が１件ございます。麹町中学校の教員が、委員会活動中に、男子生徒を右手

のひらでほおを１回たたいたり、あるいは襟首の部分をつかみ、またドアの

ところまで引っ張っていく。また、さらに胸元をつかみ、退室させようと、

生徒を押したというような内容で処分を受けております。 

 それと、こちらは服務事故まではいきませんでしたが、九段中等教育学校

の教員による不適切な指導ということで、指導課長の口頭指導が行われてお

ります。こちらも、主幹教諭と一緒に生徒指導をしている際に、その受け答

え、言葉や態度を改めさせるために、その生徒の胸元中央部を右手のひらで

つかみ、そのまま同生徒を壁に押しつけた。胸ぐらをつかんで押しつけたと

いうものがございました。 

 それ以降、特にございませんが、不適切な指導としては、教員はございま

せんが、外部指導員も今回の調査では聞いてきております。外部指導員とい

うわけではないのですが平成23年度には、スクールライフサポーターが児童

に対して行き過ぎた指導をしてしまったという案件はご報告をさせていただ

いているところですので、改めてご報告をさせていただきます。 

 なお、今回の調査で、重篤な事案が起きた場合にはすぐご報告をいただく

ようになっております。現時点では、学校からはご報告はいただいておりま

せんので、ないと判断しております。 

 報告は以上です。 

中川委員長  ありがとうございます。 

 この件に関しまして、ご意見、ご質問がありましたら。よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

 

◎日程第３ その他 

 

中川委員長  それでは、特にないようですので、その他、報告事項に入ります。 

 各課長よりご報告お願いいたします。 

 よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長 それでは、教育委員のほうから何かありますでしょうか。 

市 川 委 員  今はインフルエンザが流行の真っ最中ですが、ノロウィルスは、今どうな

んですか。 

参事（子ども健康担当）  ノロウイルスにつきましては、ピークとしては過ぎまして、ただ、発生件

数はそれなりにあるんですが、集団発生の報告は今のところは聞いてはおり

ません。 

市 川 委 員  なるほど。重篤な事例というのは、千代田区区の場合、学校から報告はな

かったですか。 
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参事（子ども健康担当）  高齢者の施設も含めて、学校もですが、重篤な、例えば入院されたとか、

あるいはもちろん死亡という報告は受けておりません。 

市 川 委 員  そうですか。 

中川委員長  インフルエンザも大丈夫ですか。 

指 導 課 長  中学校で１校、神田一橋中学校が、３年生が１日学年閉鎖をしたと。受験

のシーズンもあって、インフルエンザ罹患者数も増えてきたということで。

あと、昌平小学校が３日間学級閉鎖、番町幼稚園で学級閉鎖を行ったと。学

級閉鎖はこの３校・園のみの報告となっています。 

中川委員長  わかりました。どうもありがとうございます。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  では、先ほど日程の最後にしました第１、議案、指導課、議案第３号、 

人事案件の議事に入りたいと思います。 

 それでは、一旦休憩したいと思います。 

   

 休 憩 午後４時55分 

 ― 再開 ― 

 （以降、秘密会は、人事案件につき、記録せず） 

 ― 閉会 ― 

 


